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【第３回】 習志野市制施行７０周年記念事業実行委員会 議事要旨 

 

１ 開催日時 令和５年１１月２４日（金）午後３時３０分～午後４時５５分 

   

２ 開催場所 習志野市庁舎３階 特別会議室 

   

３ 出席者  

 【構成員】 市長【会長】 宮本 泰介 習志野市議会議長【副会長】  佐々木 秀一 

  副市長 欠席 教育長 小熊 隆 

  企業管理者 市川 隆幸 習志野市社会福祉協議会会長 髙橋 勝 

  習志野商工会議所会頭 芦澤 直太郎 習志野市農業委員会会長 三代川 彦博 

  習志野市芸術文化協会会長 中谷 時男 習志野市スポーツ協会会長 伊藤 寛 

  習志野市連合町会 

連絡協議会会長 

鈴木 とし江 習志野市小・中学校長会会長 蓮 一臣 

 【事務局】 総務部長 遠藤 良宣 総務部次長 佐々木 博文 

  総務課長 中野 幸子 総務課主任主事 林 優樹 

  総務課主任主事 齋木 若菜   

   

４ 議題  

 第１ 会議の公開（非公開） 

 第２ 会議録の作成等 

 第３ 会議録署名委員の指名 

 第４ 審議 

 （１） ロゴマークについて 

 （２） 冠事業の申請等について 

 （３） 習志野市制施行７０周年記念市政功労者表彰について 

 第５ その他（事務連絡等） 

 （１） 令和６年度の会議日程について 

   

５ 会議資料 別添のとおり 

  

６ 議事内容  

 日程第１ 会議の公開（非公開） 

 会議は要綱の規定により、原則公開となっているため公開すること、ただし、内容により公開・

非公開の判断が必要となった際は、その都度諮ることで承認された。 

 

 日程第２ 会議録の作成等 

 会議録については要点筆記とし、会議名、開催日時、開催場所、出席者氏名、審議事項、会

議内容及び発言委員名を記載した上で、市ホームページ及び市役所グランドフロアの情報公開

コーナーにおいて、公開することで承認された。 
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 日程第３ 会議録署名委員の指名 

 会長から小熊委員が指名された。 

 

 日程第４ 審議 

 （１） ロゴマークについて 【資料１・２・３】 

  事務局より説明後、以下のとおり質疑応答があり、最優秀作品候補は２番に決定した。

なお、補正・修正を含めたロゴマークの最終決定は会長及び副会長へ一任された。 

  【 事 務 局 】 ロゴマーク案の募集は、「ロゴマーク案要領」に基づき行った。 

まず、「１.応募資格」はプラッツ習志野で活躍する「クリエイターズクラ

ブ」のメンバーを対象とした。 

「２.応募期間」は、９月１９日～１０月２０日の約１か月の間とした。 

「３.最優秀作品の取り扱いについて」では、最優秀作品候補の決定

後、作品に当たっては補修・修正を依頼する場合がある旨を記載した。  

なお、この件は、大切な事項となるため、応募者に対して、作品の受

領後に再度周知している。 

「５.ロゴマークの概要」では、８月に決定したキャッチフレーズ「演奏

（かなで）よう 未来へ ７０tｈ」をテーマとして、キャッチフレーズから連

想され、かつ習志野市のイメージにふさわしいものとした。 

「６.募集内容」として、「形状は『真円』、『正方形』をそれぞれ１つずつ

製作すること」、『カラー』、『白黒』をそれぞれ１枚ずつ提出すること」、

「ロゴマークの詳細な形状・サイズは問わないが、幅広いサイズで利用

される事を前提とすること」、「直径又は一辺が２㎝以内のサイズに縮小

しても文字がつぶれないなど、読みとれるもの」とした。 

その他、応募に当たっての注意事項等については、要領に記載のと

おりである。 

次に、資料２「ロゴマーク 応募一覧」について説明する。 

募集の結果、４名より、９件の応募があった。資料の順番は提出順と

なっている。このあと、一つずつ図案の補足説明をするが、その内容は

応募の際に作成者本人が記載したコンセプトとなる。 

１番は、Narashino City 70 のアルファベットをマークに、「人」「街」「自

然」「芸術」をアイコン化したものである。優しい色味と丸みのあるロゴ

に、音波のようなハーフトーンパターンをあしらった。左上から、Ｎ,Ｃ,７０

となっている。 

２番は市の木「アカシア」を色彩豊かにし、個性溢れるワクワクしたデ

ザインを目指した。音楽を奏でるようなタイポロゴで軽やかで明るい未

来を表現している。 

３番は、７０年の歩みを示す五線譜のロゴである。飛び立つ水鳥は、

未来に羽ばたいていく力強さを表現しており、海のブルーと、生命の輝く

イエローが、ＰＯＰかつ元気なイメージである。 

４番は、谷津干潟の豊かな水をイメージして、習志野市から奏でられ

る音楽が未来へと伝播していく所を表したものである。習志野が７０周

年であることもひらがなを用いてわかりやすくアピールしている。左上が



3 

「な」、左下が「ら」、右上が「し」、右下が「の」となっており、下段の「ら」と

「の」は「７０」に見える。 

５番は、未来の明るく優しいまちづくりに向けて、みんなが音を奏でな

がら楽しく暮らすことができるようなイメージで作られたものである。 

６番は、女の子が音楽の持つ力を通じて、習志野市の未来が明るく

なるよう願いながらピアノを弾くことで、これからのまちが丸く明るくなる

ようなイメージで作成されている。 

７番は、習志野市の伝統のあるガス灯を「未来を照らす灯」に見立て

てデザインした。ガス灯の周りに音楽が流れる様を、五線譜のラインに

沿って、キャッチコピーを配置することによって表現した。 

８番は、７０周年にかけて音階（７音）と虹色（７色）の要素を入れ、市

庁舎にも取り入れられたピアノをモチーフに、シルエットが特徴的なデザ

インになっている。一見単色に見えるが、虹色の五線譜のラインのあし

らいは、市役所外のピアノ階段をイメージしており、未来へ上がっていく

という意味もこめられている。 

最後の９番は、虹色の五線譜で習志野市を囲み、その上に大きく文

字が配置されている。要素自体がシンプルなので、色を散りばめること

で賑やかさやお祝い感が出されている。「７０th」は音楽記号っぽさを表

現した字体となっている。 

以上が、応募のあったロゴマーク案となる。なお、５番の作品は募集

要件である「真円」、「正方形」の２つが提出されていないため、応募要

件を満たしていないが、掲載している。 

 

次に、先日行われた企画準備委員会において意見徴収を行ったの

で報告する。 

企画準備委員会の意見聴取前に、事前に一委員から類似作品の有

無について質問があったため、事務局にて調査したものを報告し

た。 

まず、３番の作品については、今年の６月に埼玉県飯能市が発表

したロゴマークが類似していると考えられる。なお、飯能市は令和

６年１月１日に７０周年を迎える。同様に、「ファッションセンタ

ーしまむら」のチラシに掲載されていた「７０」のロゴは五線とい

う点が類似している。 

次に、７番と８番は事務局にてインターネットの画像検索にて類

似作品を発見した。 

以上の類似作品を意見聴取前に紹介している。 

 

意見聴取のうち、全体を通した意見として、「習志野市のロゴマー

クであることがわかるように、本市のゆるキャラであるナラシド♪

を入れた方が分かりやすい」、「ロゴマークを使用する際は、習志野

市制施行７０周年といった標記をいれるとより７０周年であるこ

とが目立つのではないか」という意見があった。 
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これらのことを踏まえ、各委員から意見聴取した結果は次のとお

りである。 

まず、一番票数が多かった作品は、６票で２番であった。 

理由として、「『音楽のまち』のイメージが直感的に伝わる。」、「や

さしい雰囲気があり、音符♪からキャッチフレーズを連想しやす

い。」、「市の花は『あじさい』として有名であるが、市の木が『アカ

シア』であることを今回のロゴマークで初めて知ることができ

た。」、「白黒印刷でもはっきりとわかる」、「ナラシド♪を追加する

ことを考えるとアレンジしやすい」といった意見があった。 

ただし、補正・修正の意見として、「『narashino』のフォントを『７

０ｔｈ』と同じフォントに変更したほうがよい。」、「市の花の『あじ

さい』も入れると良い。」、といった意見があった。 

次に票数が多かったのは４票で４番であった。 

理由として、「デザインが斬新」、「音楽や水辺と関連している市

であることがわかる。」、「ナラシド♪の色と合う。」、「小さくしても

わかりやすい。」、「何回も見ると愛着がわいてくる。」といった意見

があった。 

ただし、補正・修正の意見として、「説明を聞くと『ならしの』に

なっているのがわかるが、初見だとわかりづらいので配置を変更し

たほうが良い。」、「右上の『し』のサックスをナラシド♪が吹いてい

るようにすると良い。」、「白黒にした時に色が全体的に薄い。」とい

った意見があった。 

３番目に票数が多かったのが２作品あり、それぞれ３票であっ

た。 

１つ目が１番で、理由としては、「文教住宅都市である習志野市を

表している。」、「シンプルで見やすい。」「白黒印刷にしてもわかり

やすい。」といった意見があった。 

ただし、補正・修正の意見として、「『Narashino City』を表現して

いる Nと Cは、成田市や流山市とも重なるため、習志野市とわかる

ような記載が必要であること」、「カラーの色が薄いので、濃い色合

いにしたほうが良い。」といった意見があった。 

２つ目が３番で、理由としては、「デザインとして非常にきれいに

まとまっており、習志野市としての『音楽』、『水鳥』を表現してい

る。」、「五線譜も音楽と関連していて良い。」、「白黒印刷にしてもわ

かりやすい。」といった意見があった。 

ただし、補正・修正の意見として、「飯能市と似ていると感じるた

め、配置や字体の変更は必要である。」、「音符をくわえる水鳥の影

をナラシド♪の影（緑）に変更したらどうか。」といった意見があっ

た。 

以上を踏まえ、本日はこのロゴマークの選考を行っていただきた

い。 
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  【 芦 澤 委 員 】 募集要領では、「真円」と「正方形」それぞれの提出を求めているが、

その意図は何か。片方だけを使用するのか、それとも両方を併用して使

用するのか。 

  【 事 務 局 】 使用用途としてはウッドバッジの作成や封筒やのぼり旗などに印刷

することを予定している。その他にも使用する中で使いやすい方を使用

することを想定し、両方を提出いただいている。 

 

  【佐々木副会長】 前回はどのようなものだったか。 

 

  【 事 務 局 】 前回のキャッチフレーズは「JUMP 習志野 ６０」で、キャッチフレーズ

をそのまま引用し、丸と長方形を作成している。 

今回のキャッチフレーズは長いため、候補作品においてもキャッチフ

レーズが入っているのもあれば、入っていないものもある。 

 

  【 芦 澤 委 員 】 応募作品の中に、キャッチフレーズや習志野市という文字が入ってい

ないものについては、ロゴマークの外で適宜記載をして補う予定なの

か。 

 

  【 事 務 局 】  ロゴマークの外で適宜記載して使用することもできるが、ロゴマークの

中で補う形に修正を依頼することもできる。 

 

    ～暫時休憩（意見交換）～ 

    

  【 宮 本 会 長 】 各委員から意見も出尽くしたようであるため、無記名投票によって最

優秀作品候補を決定したい。 

 

   ～投票～ 

 

   【投票結果】 

１位 ２番（６票） 、 ２位 ３番（３票） 、３位  １番（２票） 

 

  【 宮 本 会 長 】 各委員の意見を基に、会長及び副会長に決定を一任いただき、後日

報告をさせていただく形でよろしいか。 

 

～一同承認～ 

 

それでは、最終決定は正副会長に一任いただき、委員の皆様には

後日報告させていただく。万が一、応募者の方に補正・修正を拒ま

れた場合は、本日の皆様の意見を反映し、別の作品に決定する可能

性があることをご了承いただきたい。 

それでは、ロゴマークの審議を終了し、次の審議に移る前にロゴ

マークの今後のスケジュールについて、事務局より説明をする。 
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  【 事 務 局 】 ロゴマークの今後のスケジュールについて、説明する。最優秀作

品候補に選考されました２番の作成者に対し、このあと補正・修正

の依頼をする。補正・修正を行ったものについて、類似作品がない

か簡易調査を特許事務所へ依頼し、最終的に最優秀作品、すなわち

ロゴマークとして決定する。ロゴマーク決定後は、キャッチフレー

ズとあわせて、各方面へ広報を開始する。なお、最優秀作品の作成

者には、謝礼金をお渡しする。 

 

 （２） 冠事業の申請等について 【資料４】 

  事務局からの説明後、以下のとおり要望があり、提案のとおり承認された。 

 

  【 事 務 局 】 「１趣旨」として、冠事業は市民又は団体が主催・企画する事業

について、「祝・習志野市制施行７０周年」又は「習志野市制施行７

０周年記念」の冠を事業名に付けていただき、７０周年を共に盛り

上げていただくものである。 

 「２ 実施期間」は記念事業の実施期間と合わせ、令和６年度で

ある、令和６年４月から令和７年３月までとしている。 

「３ 協力内容」については、申請後、承認をした事業に対して

は、（１）キャッチフレーズ・ロゴマークの使用許可、（２）広報習

志野及び市ホームページでの周知、（３）のぼり旗等の物品の貸し出

しを予定している。 

「４ 申請について」は、対象となる事業や申請方法を記載して

いる。（１）対象事業及び対象外事業は資料に記載のとおりである。

（２）申請方法については、市ホームページにある応募フォーム、

または紙媒体での承認申請書の提出のいずれかによるものとする。 

承認後、事業主催者は「祝・習志野市制施行７０周年」又は「習

志野市制施行７０周年記念」の冠を事業名に付け、事業を実施して

いただく。なお、事業実施後は速やかに報告書を提出いただく。 

 今後、この案内は連合町会連絡協議会をはじめ、市民の方に広く

周知していく予定である。 

本日は、この内容にて冠事業の募集を行ってよろしいかお諮りす

るものである。 

 

  【佐々木副会長】 貸出し用ののぼり旗を作成する際は両面で作成して欲しい。 

 

 （３）習志野市制施行７０周年記念市政功労者表彰について 【資料５】 

  事務局からの説明を行い、提案のとおり承認された。 

  【 事 務 局 】 市政功労者表彰は市政の発展等に寄与された方を対象に、毎年、

表彰式を開催しているが、これとは別に周年時に記念事業の一環と

して、別途「実施要領」を作成し、これに基づき、市長が表彰をし

ている。資料に記載の件数は、６０周年時の実績となる。 

市政功労者の表彰は市長が行うものであるため、市が主体となっ
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て、各部局長で構成された表彰候補者選考委員会を設置し、各功労

における表彰対象の範囲や基準年数などの表彰基準を検討してい

く。 

表彰基準が決定次第、実行委員会の委員の皆様へ周知させていた

だくとともに、各部へ上申依頼を行い、令和６年４月に予定をして

いる実行委員会にて、表彰候補者についてご承認いただく予定であ

る。 

なお、市政功労者表彰の受賞者については令和６年１０月２６日

（土）に開催する記念式典へ招待予定である。 

  

 日程第５  報 告 

 事務局より令和６年度の日程について報告があった。 

    

 


